
学校で、けがなどをして病院にかかり請求書類

が届くと、センターは内容を審査し、基準に該当

すると給付金をお支払いします。

『医療等の状況』等を医療機関等に証明していただくに当たっては、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、
鍼灸師のみなさまの特別の配慮によりご協力をいただいております。
用紙を持参してもその場ですぐに書いていただけない場合もありますことをご了承ください。
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https://www.jpnsport.go.jp/anzen/
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自転車通学が認められている場合


